
No 意　見 市の考え

　常設リサイクルステーションについては、利便性の向上を検討し資源化の更なる促進に努
めてまいります。

　なお、鹿伏兎リサイクルステーションへ搬入可能な物のうち、「ペットボトル」は月２回、「新
聞紙、段ボール、雑誌、古着、空き缶、空き瓶」は月１回町内のごみ集積場で回収を行って
います。また、「小型家電製品」は市役所本庁・神守支所・神島田連絡所で専用ボックスが
設置されています。

　現在、市の収集運搬体制は、地域のごみステーションに排出された可燃ごみ等を委託業
者により収集する方式となっています。

(3)イ
ガードレール、バス停、電柱等の障害物がないこと　とありますが津島市みたいに狭
い市にそんな事言ってたら何処にも設置出来ないと思います。数を少なくしたら収集
車もすぐ集めていけると思います。

第９条　３
共同住宅等の原則も町内会が既ごみ集積場の利用を承諾する場合はこの限りでは
ないとありますが、共同住宅は敷地内に設置するべきだと思う。
・個別収集は無理なのですか？
ごみ収集車が入れない所は、ごみ収集車が通る所まで持って行ってごみを出せば車
で捨てに行かなくてもいいと思います。あま市もすごく狭い道はたくさんありますけど、
ごみ収集車が通れる道なら家の前に置いています。
・ごみ収集車の収集コース上はどうですか？
市民にごみ収集車のコースを教えてそのコース上なら別に個数を決めなくても集め
ていけれると思います。

家は増えていくのにごみ集積場は増えないではおかしいです。

次期津島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案）に係る意見募集の結果
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　リサイクルステーションの開設時間が平日のみのため、仕事が休みの土日に搬入
することができません。
　今のご時世、共働きが増える中、平日の限られた時間しか開設されていないのは、
市民としてとても不便です。せめて、月一くらいで土日開設してもらえると助かります。
　もし無理なら、各地区のゴミ収集日に、もしくは市役所で回収ができるようにして下さ
い。
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要綱第７条
(1)ごみ集積場１箇所当たり10戸以上とします。
これについて、10戸以上だと20戸、30戸になります。
1戸で２袋出す時もそれ以上もあります。
最低でも５戸にしてほしいです。５戸でも10袋になります。
少なくした方が時間を守らない、曜日を守らない、不法投棄
そんな人は住人が見れば分かると思います。
あまりに車でいろんな人が捨てに来るので住人でも何処の方か分かりません。
不法投棄もあま市の袋を何回か見ます。

　ごみステーションについては、ごみ収集作業の安全性を確保し、その効率化を図るととも
に、市民の良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、「津
島市ごみ集積場の設置及び管理に関する要綱」で、市及び市民の責務、設置の基準等を
定めています。

　収集方式については、基本的に現行の体制を維持し、地域のステーションの適正管理を
進めながら、他の収集方式についても検討してまいります。


